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「「松川資料」の整理・公開に関わる福島大学と 
福島県松川運動記念会との協定書」の締結について 

 

福島大学と福島県松川運動記念会は、平成２８年４月１２日に「「松川資料」の整

理・公開に関わる福島大学と福島県松川運動記念会との協定書」を福島大学にて締結

いたしました。 

本協定は、平成１９年４月１２日に松川事件等に関する資料の整理等に関して、援

助、協力を行うために締結され、平成２２年、平成２５年と更新されて参りました。 

今回の協定締結にあたり、福島大学からは、中井学長、小沢副学長（研究・地域連

携担当）、高橋地域連携課長が、福島県松川運動記念会からは、安田理事長、高橋理

事、元被告の阿部市次氏他４名が出席し、協定締結後に懇談を行いました。 

本協定の締結により、松川資料の整理・公開について、更なる進展が期待されるも

のと考えております。 

 

 

 

  
 

【担当窓口】 
 福島大学地域連携課（岩崎） 
 ＴＥＬ：０２４－５４８－８０１２ 
 特定非営利活動法人福島県松川運動記念会（吉田） 
 ＴＥＬ：０２４－５２３－４１８３ 



 
「松川資料」の整理・公開に関わる福島大学と福島県松川運動記念会との協定書 

 
 

第１条 福島大学と福島県松川運動記念会（以下、「両者」という。）は、「松川事件・松川 
裁判・松川運動」（以下、「松川事件等」という。）が戦後民主主義の原点として果たしてい

る歴史的意義に鑑み、松川事件等に関する資料（以下、「松川資料」という）の整理等に関

して、援助、協力するために協定を締結する。 
 

第２条 両者は次の事項について協力する。 
一 松川資料収集に関すること 
二 松川資料整理に関すること 
三 松川資料保存に関すること 
四 松川資料公開に関すること 
五 上記以外の関連すること 

２ 協力形式、協力による成果の利用条件については、両者によって協議する。 
 
第３条 この協定は、両者の代表が署名した日に発効し、３年間有効とする。ただし、この

協定の有効期間満了の３０日前までに、両者いずれからも書面をもって終了の申し出がな

いときは、１年間延長するものとし、その後も同様とする。 
 

本協定は２通作成され、いずれも正文である。 
 
 平成２８年４月１２日 
 
 
    国立大学法人福島大学 
     代表者 福島大学長    
 
 
 
       特定非営利活動法人 

福島県松川運動記念会 
     代表者 理 事 長   
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